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No. 自治会 質問要望等 回答要旨 経過・対応報告 

１ 富田第１ 

【路上駐車しているトラックについて】 
 
下皆川のウィカーズ栃木店の線路沿いの道路にトラックが日常的に路上

駐車しており、通行の妨げとなっている。 
主に平日、時々土曜日の早い時で朝の 7時台から夕方は 17時頃まで路

上駐車していて、多いときは 20 台近くのトラックが入れ替わりで路上駐車し
ており、路上で用を足したり、運転手同士が路上で話していて危険で、アイド
リングなどの騒音の問題もある。 
ほとんどが近くの工場に木のパレットを積みに来るトラックで、何回会社に

電話しても改善されず、警察にも連絡したが、パトロールをしますとの回答で
あったが、継続的なパトロールがされず状況が改善されない。 
 
住民が通る際に路上駐車が多く、また路上にも関わらず作業していること

が多く危険な状況となっている。状況確認して頂き、警告看板の設置や会社
への指導などを行い、路上駐車をなくしてもらいたい。 
 

【交通防犯課：TEL21-2151】 
 
ご指摘のような状況では危険ですので、市において路上駐車

の状況について現地確認を行い、危険な状況が確認できれば、
所属事業所等に、地元自治会から改善の要望が出ている旨をお
伝えいたします。 
また、地元自治会からの要望として、栃木警察署にもお伝え

し、パトロールの強化をお願いいたしました。 
 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：交通防犯課：TEL 21-2151】 

２ 富田第１ 

【公園管理者について】 
 
富田第一自治会では 3 ヵ所の公園管理を行っているが、高齢化がすす

み、草むしりなどの公園管理への負担が年々増している。公園周辺の班が
清掃を毎月 1 回行っているが、参加者は高齢者が多く、新しく引越してきた
若い人の参加は少ない。 
また、月 1 回の除草では雑草の生育スピードには勝てず、雑草が生い茂

っていることが多く、子ども達が公園で遊ぶことが少なくなっている。除草へ
の負担が大きいため、雑草が生えてこない地面への切替や防草シート、草
の生えにくい土を入れるなど、予算を組んで抜本的な改革をしてほしい。公
園管理者に丸投げするのではなく、草刈りを民間委託と公園管理者の半々
で行うなど負担軽減策などの制度改善を強く望みます。 
公園の木の剪定についても依頼しないとまったく行ってくれません。依頼

する前に行えないのでしょうか。 
 
栃木市は公園の遊具が古く、公園の魅力がない。佐野市や小山市は新し

い公園や新しい遊具が多く、わざわざ市外の公園に行く人も多いです。 
また、使えない遊具に黄色いテープが貼ってありますが、理由も明示せず

テープがボロボロになっても遊具が撤去も修理も行われず放置されていま
す。公園管理の予算は一体何処に使われているのか。子育て支援の一環と
して、魅力的な遊具を設置するなどして公園の充実をお願いいたします。 

 

【公園緑地課：TEL21-2414】 
 
平素より富田第一自治会の皆様におかれましては公園管理を

行っていただきましてありがとうございます。 
市内には 324 箇所の公園があり、その維持管理につきまして

は、各地域の皆様に除草等の管理にご協力をいただいている状
況であります。 
市といたしましては、引き続き、皆様に出来る範囲でのご協力

をいただきたいところでありますが、市内には、登録しているボラ
ンティアの方に清掃、除草等の美化活動を行っていただく、「アダ
プト制度」を活用し、維持管理を行っている公園もございます。 
自治会の負担軽減策として同制度の利用もご検討いただき、

希望される場合は公園緑地課にご連絡ください。 
 
次に、公園内の雑草及び樹木への対応でありますが、定期的

な公園の巡回を行い、適切な維持管理に努め、除草や樹木の剪
定等、対応をしてまいります。 
 最後に公園の遊具につきましては、大平運動公園には平成 4
年度から平成 22年度にかけて、大型複合遊具を更新及び新設
したところであります。他公園におきましても順次更新等は行って
まいりますが、公園の大きさにより、設置できる遊具等は限られ
てしまいますので、各公園の利用状況等により、順次遊具の修
繕や更新を図ってまいります。 
 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：公園緑地課：TEL 21-2414】 

３ 富田第２ 

【「栃木市路上喫煙に関するマナー推進条例」について】 
 
喫煙マナーとして、「歩行中の喫煙・たばこの吸い殻のポイ捨て」はしない

よう定められているが遵守されていない。 
JR 大平下駅に通じる道路では、マナー違反が日常化している。特に、外

国の方は条例を知らない方が多いと思われる。 
対策として、①外国の方の市内転入時に条例を周知する。②市外在住

（通勤者）には、外国の方を雇用する企業（日立栃木工場等）を通じて、条例
の遵守について、理解を深めていただく。 
以上要望いたします。 

  

【クリーン推進課：TEL31-2447】 
 
市では、喫煙マナーを推進する条例として「路上喫煙に関する

マナー推進条例」を制定しており、路上喫煙禁止区域、路上喫煙
マナーアップ推進区域を指定することができるとされております。 
大平下駅前広場は路上喫煙マナーアップ推進区域とされてお

り、大平下駅に通じる道路は、責務としてマナーを守らなければ
ならない区域としております。 

 
現在、大平下駅に看板の設置をしていますが、これに加えて、

国際交流協会や企業を通じた喫煙マナーの周知を行うとともに、
外国の方にも分かるよう看板の工夫を行ってまいります。 
また、パトロールの強化や、ご要望がありました転入時におけ

る周知につきましても、検討してまいります。 
 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：クリーン推進課：TEL 31-2447】 
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No. 自治会 質問要望等 回答要旨 経過・対応報告 

４ 富田第５ 

【下町第 2公園木伐採等依頼の件】 
 
前年度は令和6年6月に実施いただきありがとうございました。引き続き、

今年度も代採を依頼します。又、ベンチの修繕もお願いします。 
(2 基/4 基は前年度修繕をしていただきました。) 

【公園緑地課：TEL21-2414】 
 
ご依頼の伐採の件につきましては、今年度も引き続き実施して

まいります。また、ご不便をお掛けしておりましたベンチにつきま
しては、修繕を実施いたしました。 
 

【担当課：公園緑地課：TEL 21-2414】 
 
自治会長と現地立会のもと、令和 7 年 5月及び令和 8年 2 月

に 2本伐採いたしました。 

５ 富田第５ 

【富田集会所グランド管理の件】 
 
富田第 5自治会としても草刈り及び除草剤散布を行っていますが、定期

的に除草剤散布等を栃木市にて行ってもらえないか、ご教示願います。 

【大平地域づくり推進課：TEL44-0766】 
 
ご指摘の場所は、富田集会所南側にありました、富田南地域

のひろばと思われます。この土地につきましては、地権者の方と
の協議の結果、当時の 4自治会長からも了解を得たうえで、平
成 20 年 9月 30 日に市が管理する広場としては廃止となり、地
権者の方へ土地を返還しております。 
そのため、維持管理につきましては、グラウンドとして利用して

いる自治会と地権者との間で協議いただきたいと思います。 
 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：大平地域づくり推進課：TEL 44-0766】 

６ 西山田第 2 

【かかしの里のバス停について】 
 
以前は、かかしの里にバス停がありましたが、現在は設置されていませ

ん。今もハイカーの方や、バス停があると思い待っている方もいらっしゃるの
で、再度バス停を設置していただけないでしょうか。 
もしくは、新しいバス停の案内看板を設置していただけないでしょうか。 

【交通防犯課：TEL21-2153】 
 
「かかしの里」のバス停につきましては、運行経路等の見直し

により令和 2年 3月に、「かかしの里東」バス停として、かかしの
里バーベキュー場入口、小林栄一ぶどう園付近に移設しており
ます。 
なお、今回のご意見を受けまして、かかしの里にバス停移設の

案内表示を掲示させていただきました。 
 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：交通防犯課：TEL 21-2153】 

７ 

西山田第３ 

【西山田ぶどう通り（大中寺入口周辺から白沢園まで）山側樹木伐採依頼の
件】 
 
上記通りの山側のり面の樹木が道路側に重れ下がり、大型車両に当たる

ため、(特に雨天時)代採を依頼します。 

【道路河川維持課：TEL21-2773】 
 
ご要望いただきました箇所につきまして、現地を確認し、車道

上にせり出し、通行に支障をきたしている樹木につきましては、
早急に伐採を行います。 

【担当課：道路河川維持課：TEL 21-2773】 
 
道路に支障をきたしている木の枝の伐採につきましては、令和

７年８月に実施いたしました。 

参加者 
（西山田第

3） 

【当日再質問】 
 
この質問を書いた時には、まだ芽がそれほど葉っぱから出ていない時期

でしたが、最近見ますと木々の葉が茂っていました。大中寺の周辺に池が二
つあり、その池の 200m 前後の間は葉が覆いかぶさってしまっていて、雨の
日ですと、もうひどいところは山側だけでなく池側の方にも枝が垂れ下がって
きていて危険な状況にあります。 
もう一つは、山側の電話線に木がかかっていて、雨が降ると木がずっと下

がってきますので、電話線がその部分伸びてきます。電柱を挟んでその先
の部分は線が普段はたるんでいるのですが、それが伸びてきている状況に
ありますので、これを早急に伐採していただければありがたいと思います。 
 

【都市建設部長】 
 
市道 1001 号線でありますが、私も現場を確認させていただ

き、山側から木の枝が出ていて通行に支障をきたしていることは
重々承知しております。 
回答にありますとおり、早急に伐採の対応を行ってまいります

ので、それまで今しばらくお待ちいただくことについて、ご理解い
ただければと思います。 
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No. 自治会 質問要望等 回答要旨 経過・対応報告 

８ 

西山田第３ 

【西山田池上道路拡張補修進捗状況について】 
 
西山田池上池東側(やきそば屋と島田様の間)の生活道路は現状道幅が

狭く、緊急車両が通り難い状況にあります。特に池側に面した畑付近は路方
がくずれており、落輪の危険があります。 
本件は、2019 年 4月頃住民と行政間で話し合いが行われ、工事に入る

かに思われましたが未だに手付かずの状態と聞きました。 
 
話し合い後 5年が経過しており、どの様な状況にあるのか、調査をお願い

致します。 

【道路河川整備課：TEL21-2407】 
 
ご質問の道路につきましては、既にご要望をいただいている路

線であり、順次整備を予定しているところであります。 
2019 年（令和元年）に住民と行政間で話し合いが行われたと

ありますが、2020 年（令和 2年）11 月に、当時の自治会長と副
自治会長が来庁し、要望路線の進捗について確認した事かと思
われます。 
現在の栃木市における道路整備状況ですが、本年４月時点で

２０８箇所の要望があり、各地域において計画的に順次進めてい
るところですが、事業化するまでには、一定のお時間をいただい
ているところであります。 
本路線につきましても、いましばらくお待ちいただきますよう、

お願いいたします。 
 
 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：道路河川整備課：TEL 21-2407】 

参加者 
（西山田第

3） 

【当日再質問】 
 
今回の回答では、4 月時点で 208 ヶ所の要望があり、各地域において計

画的に順次進めていくということなのですが、年間どれくらい進んでいるので
しょうか。今年２０８箇所ということですが、5 年前の要望でまだ何の状況にも
ないのですか。 
この道路は舗装幅が 1.8m あります。道路幅は電柱のところまでだという

ことでそこを測りましたら、舗装された部分から 1.1m。全体では約 3mの道
路幅があるのですが、田んぼ側のところは休耕地で、四、五十センチといっ
た段差があり、そこが崩れてしまっていて車がやっと出られる状態です。そこ
を入っていったところに消火栓がありますが、消防車が消火栓の点検に行く
ときに脱輪したというような状況なので、確認をしてほしいと思います。 
 

【都市建設部長】 
 
同様なご要望を市内の各所から多数いただいております。今

208 ヶ所を抱えている状況ですが、今年度中に全部終えることは
厳しい状況であり、各所でお待ちいただいております。 
時間がかかってしまっていることは重々承知しているのです

が、5 年かかっても、それ以前のご要望の対応をしている状況で
ございます。引き続き取り組んでまいりますので、何卒ご理解い
ただきたいと考えております。 
また、現在の状況についてこの後改めてご説明させていただ

ければと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。 
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９ 中央町第１ 

【住みたいと思ってもらえる栃木市にすべき総合的な提案】 
高齢者の退会・若年層の入会減により自治会員が減少し、個人経営商店

や医院撤退等住環境も悪化している中で、自治会存続問題が浮上していま
す。 
栃木市全体の問題であり、栃木市に住みたい・住み続けたいと思ってもら

えるよう、根本的対策を打ち始めないと手遅れになります。副会長の意見を
紹介します。 
栃木市では正に人口減少と高齢化、災害リスク、観光振興と経済活性化

などが課題となりますが、課題を解決し持続可能な発展を実現するために
は、まず、市民の負担を軽減し、消費を活性化させることが重要と考えます。     
しかしながら、地方交付税に依存している現在の財政では、安易な減税

は財政を悪化させるので、地方交付税交付金の増加と、新たな経済活性化
策が必要となってきます。そこで、以下施策を提案します。 

 
1.段階的な住民税減税 
初年度に市民税を 5%減税する。(市の税収は約 10億円減少する) 
 
2.水道料金の段階的な引き下げ 3 年間で水道料金を 15%引き下げ。(初

年度 5%引き下げ) 
上記 1.2.項により、市民の生活費負担を軽減し消費を活性化させる。 
 
3.需要額の増加による交付税の増額 
市職員を 100 人増員し人件費を年間 5億円増加させる。また、建設公債

10 億円を発行し、道路や公共施設(大平体育館や公民館、児童館)の修理・
整備を実施する。これらの施策を行うことにより、基準財政需要額を年間 15
億円増加させ、地方交付税交付金を増やす。 

 
4.経済活性化との連携 
栃木 IC周辺への企業誘致を強化し、新たな雇用を創出する。小江戸栃

木・遊水地等の観光資源を種々PR し、観光客を年間 10 万人増加させる。 
 
尚、栃木市の財政健全化比率ですが、実質赤字比率:健全ラインは

11.25%未満、連結実質赤字比率:健全ラインは 16.25%未満、実質公債費比
率:健全ラインは 25%未満(栃木市は現在 10%程度)、将来負担比率:健全ライ
ンは 350%未満(栃木市は 50%程度)となっています。これらの指標から見て栃
木市は財政的に比較的余裕があり、提案した程度の減税、需要額の増加、
水道料金の引き下げは、財政健全化法を遵守しながら実施可能と考えま
す。 

 
 

ご指摘をいただきましたように、本市におきましても、人口減
少、特に若い世代の減少に危機感を抱いており、様々な施策を
講じております。 
具体的な施策としては、安全安心な地域づくりのための治水

対策、子どもを産み育てる希望を叶えるための子育て支援、地
域経済の活性化や雇用対策としての企業誘致などであり、本市
は今後ともこうした施策を積極的に推進していくべきと考えており
ます。 
ご提案の施策については、それぞれの担当課において検討さ

せていただきましたので、以下のとおり回答させていただきます。 
 

【税務課：ＴＥＬ21-2265】 
１．本市の市民税につきましては、地方税法や市税条例の規定
に基づき、本市が提供する教育、福祉、まちづくりなどのサービ
スを提供するための費用として、重要な財源の一つです。 
ご提案の市民税の５％減税につきましては、今後も災害を防

止するための治水対策や老朽化した公共施設の更新などの多
額の費用を要する事業が控えるとともに、市民税は市民の皆様
への基本的なサービスを提供するために必要な財源であること
から、減税は大変困難な状況にあると考えております。 
 
【上下水道総務課：ＴＥＬ 25-2104】 
２．水道事業は、地方公営企業法による「独立採算の原則」に基
づき、水道利用者からの料金収入によって成り立っております
が、人口減に伴う料金収入減少や老朽施設の改修費増加によ
り、１㎥あたりの供給単価（収入）を給水原価（経費）が、令和 4
年度決算において初めて上回り、厳しい状況となりました。 
そのため、安全で安心な水を安定的に供給し、災害など緊急

時にも対応可能な安定した事業運営とするため、令和６年度に
料金改定を行わせていただいたところであり、現時点において、
料金引き下げにつきましては、難しい状況であることをご理解い
ただければと思います。 

 
【財政課：TEL21-2323】 
３．地方交付税上の基準財政需要額につきましては、標準的な
人件費・行政経費を算入しており、栃木市に交付される普通交付
税は、実職員数及び実経費を算入しているものではありません。 
また、道路や公共施設の修繕・整備を実施する際に、地方債

を財源とすることで、基準財政需要額を増やすことは可能であり
ますが、後年度に返還を要するため、将来の世代への負担が大
きくなることが懸念されることから、実施は難しい状況であること
をご理解いただければと思います。 

 
【産業基盤整備課：ＴＥＬ21-2376】 
【観光振興課：TEL21-2373】 
４．栃木 IC 周辺につきましては、国内大手のデータセンター事業
者等の立地が決定いたしました。 
特に、データセンターのような最先端のデジタル産業は、成長

が期待できる分野であり、今後の同地域への分譲においても、
本市の産業の活性化や新たな雇用の創出が見込まれると考え
ております。 
また、本市を訪れる観光客は、コロナ禍で落ち込んだ令和 2

年度以降、徐々に戻ってきており令和 6年では年間 625 万人あ
まりとなっております。本市には蔵の街や太平山、渡良瀬遊水地
などの様々な観光資源があることから、県外でも広くＰＲし誘客に
つなげてまいります。 
 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：税務課：ＴＥＬ 21-2265】 
【担当課：上下水道総務課：ＴＥＬ 25-2104】 
【担当課：財政課：TEL 21-2323】 
【担当課：産業基盤整備課：ＴＥＬ 21-2376】 
【担当課：観光振興課：TEL 21-2373】 
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No. 自治会 質問要望等 回答要旨 経過・対応報告 

１０ 

中央町第１ 

【新移住者へのごみの分別およびごみの出し方教育方法見直し依頼】 
 
外国人によるゴミステーションへの不法投棄に関して「令和 6年度まちづ

くり懇談会ふれあいトーク」に質問を出し、今回対応報告書をいただきました
が、対応内容に対し再検討をお願いしたいと思います。 

 
1.「本市に外国人の方が転入されてきた際、アプリ『さんあ～る』のちらし配

付及び案内をしているが、インストールの確認はしていない」と回答されてい
ますが、インストール案内だけでは不十分であり、市民生活課窓口は、アプ
リをインストールさせ 1週間分の予定表が表示されるところまで確認してくだ
さい。 
不法投棄者、新入居者に確認してもインストールを行なっておらず、また

アプリをインストールしても正確に栃木市→町名番地検索まで行き着かず使
用出来ない状態の人がたくさん居ます。最近中国人教育時、町名番地まで
入力してあげて喜ばれました。 

 
2.「市内の外国人の技能実習生を受け入れている企業や外国人専門学校

などから申し込みがあった場合、外国人向けごみ分別講座を実施しており、
外国人の方に対し、『さんあ～る』のインストールを案内しております」とあり
ますが、1 項同様案内だけでは不十分であり企業等が自ら確認するように
指示すべきです。 
尚、企業内で教育しても栃木市に住居が無ければ役に立ちません。住所

によってごみカレンダーが確定するので、企業よりもアパートのオーナー及
び管理者の元で外国人に教育すべきです。 
ごみ分別講座の周知を図るだけでなく、不法投棄時に自ら外国人に指導

できるようにするための相手は、アパートのオーナー及び管理者です。これ
らの方々への周知及び指導も行って下さい。 

【クリーン推進課：TEL31-2447】 
 

1．ごみ分別アプリ『さんあ～る』のインストールにつきまして
は、昨年度お答えしたとおり、日本人・外国人を問わず、ご案内
はできますが、強制できるものではありません。 
外国の方の転入届等は、本人が直接窓口にお越しにならず、

代理で手続きをされる方が多く、また、入国直後はスマートフォン
をお持ちでない方も多くいらっしゃいます。 
また、市民生活課、各総合支所市民係の窓口では幅広い手続

きを行っており、混雑で長時間お待たせすることも多いことから、
「さんあ～る」アプリインストールのお手伝い、確認を実施するこ
とは難しいと考えております。 
しかしながら、不適切なごみ出しは、全市的な問題と考えてお

りますので、適切なごみの排出に繋がるよう引き続き取り組んで
まいります。 
その一環として、外国の方がより検索しやすく、インストールせ

ずにごみ分別アプリ「さんあ～る」の機能をお使いいただけるイン
ターネット版「さんあ～る」を令和７年６月２日より運用開始してお
ります。（日本語、英語、中国語、スペイン語、ネパール語、ベトナ
ム語、韓国語、ポルトガル語に対応） 
また、外国人在住者の方に対しては、市ホームページや市国

際交流協会の広報、多言語情報コーナーなどを通じて、インター
ネット版「さんあ～る」を周知し、ごみの分別や排出方法に関する
啓発をさらに進めてまいります。 

 
2．アパートのオーナー及び管理者への周知及び指導につい

ては、ごみステーションに排出された違反ごみの排出者の特定
が難しく、対応が困難であるのが実状です。 
なお、ごみステーションへの不法投棄の問題は、地域によって

様々であるため、地域クリーン推進員や自治会の皆様と連携し、
実態に応じた対策を検討してまいります。 
 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：クリーン推進課：TEL 31-2447】 

参加者 
（中央町第
一） 

【当日再質問】 
 
中央町 1丁目は、日立・いすゞなど、派遣者として住んでいる海外の人が

たくさんいる地域です。ゴミの捨て方についての教育を私はクリーン推進員
としてやっているのですが、いつの間にか帰ってきて、名前も書かずにいつ
の間にやら捨てていくということが最近もありました。 
具体的に言うと、派遣者で海外から来た人に対して、あるいは他の地域か

ら来た日本人についてもですが、よそから来た人にどういう教育をしている
のか聞いたところ、3R を紹介していますという回答でした。紹介だけじゃ駄
目です。アパートのオーナーか管理人に必ずアプリを入れさせるところまで
確認していただきたい。 
要は、新しく入ってきた時点で教育ということの徹底を指示してもらいた

い。他の地域からきた人がどこにまず来るかといったら市民生活課に来るわ
けですよね。また、教育は日立側にしていますという回答が来ていますが。
企業に言うよりは、アパートを攻めてください。 
 

【生活環境部長】 
 
クリーン推進員としてご尽力いただき、いつも本当にありがとう

ございます。 
アプリ「さんあーる」のインストールにつきましては、窓口での

案内をしておりますが、窓口でアプリのインストールを確認すると
ころまでは難しいということと、やはり強制はできないというのが
現状であります。その代わりに、クリーン推進課として何ができる
かというのを職員もいろいろ考えておりまして、まず、この「さんあ
ーる」を、アプリではなくて、インターネット上で見ることができる、
そういった試みを 6月から始めました。こちらについても、多言語
で対応しております。また、試験的ではありますが、市のホーム
ページに外国語版のゴミの出し方を載せたぺージを作成し、トッ
プページにリンクを貼っております。ただ、それだけで足りるとは、
私達も全然思っておりません。 
オーナーの方等への対応の方も考えてはいきたいのですが、

回答の方にも書かせていただいた通り、ゴミの排出者の特定が
難しいところもございますので、引き続きご相談をさせていただき
ながら、一緒に取り組んでいただければと思います。 
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No. 自治会 質問要望等 回答要旨 経過・対応報告 

１１ 横堀 

【空き家の管理について】 
 
現在、自治会内に空き家が数件あり、今後も増えることが予想され、近隣

住民の不安の種となっています。 
既にある空き家の中には、長年放置され、荒れ放題のものも見られます。

木の枝や雑草が公道に出て、通行に支障をきたすものも見られます。また、
空き巣が入っている家も少なくないようです。火災の記事も目にします。 
地域住民の安全・安心な生活のために、また、栃木市の景観を守るため

にも、より踏み込んだ対策が必要だと思われます。 
 
空き家のほとんどは私有地のため、制約があるのは承知しておりますが、

通行の妨げになる樹木の伐採や落ち葉の除去だけでも、市にお願いするこ
とはできないでしょうか。 

【建築住宅課：TEL21-2452】 
 
ご要望にもありますように、空き家は個人の財産であるため、

越境している樹木や雑草につきましては、所有者の方に対応して
いただいておりますが、著しく通行に支障となる場合には、市に
おいて危険排除いたします。 
空家対策につきましては、予防・適正管理・利活用に対する施

策が必要となりますが、市では、新たな空き家の発生を抑制する
ため、空き家発生予防セミナーの開催、空き家バンクによる空き
家の利活用、老朽化等により再利用が難しい空き家に対する解
体補助制度や、空き家の相談・管理から利活用まで幅広く対応
する空家等管理活用支援法人を指定するなど、さまざまな取り組
みを通して、空き家対策に努めております。 

 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：建築住宅課：TEL 21-2452】 

１２ 川連 

【自治会の業務負担の軽減・効率化についての市役所における取り組みに
ついて】 
 
現在、一般企業においては人手不足が大きな問題となっており、生成 AI

等のデジタルを活用し問題解決を図っていると思います。自治会の上部組
織である市役所においては、下部組織の自治会の業務負担の軽減・効率化
を図るため、どのような取り組みを進めていますか? 

【地域政策課：TEL24-0352】 
 
自治会活動業務の負担軽減の一環として、自治会アプリの導

入を考えており、どのようなアプリを導入すればよいか、現在検
討を行っております。具体的な内容が固まりましたら、各自治会
長にお知らせいたします。 
なお、自治会は住民の皆様が主体的に組織された任意団体で

あるため、市役所の下部組織といったものではありません。 
自治会は、住民の皆様の声を行政に届けるなど、行政との重

要なパイプ役として、なくてはならない存在です。引き続きご理解
とご協力をお願いいたします。 
 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：地域政策課：TEL 24-0352】 

１３ 川連 

【バイパス道の反射材について】 
 
県の管轄になってしまうかと思いますが、夜間雨天時に中央分離帯が見

づらくなるので反射材の設置を増やす検討をしてほしい。 
特に交差点、ソーラー式の赤色 LED の点減は見づらい。理想は、国道・

高速等の黄色点滅が良いが、無理な場合、黒と黄のドラム缶型の格子模様
物が良い。 
分離帯がクランクやカーブの場所には背の高い反射材を設置してもらうと

助かります。 
 

【道路河川維持課：TEL21-2773】 
 
道路管理者であります栃木県栃木土木事務所に確認したとこ

ろ、以下のとおり回答がありました。 
『ご指摘の箇所につきましては、現在の反射材の清掃をすると

ともに、追加設置について検討してまいります』 
【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：道路河川維持課：TEL 21-2773】 
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No. 自治会 質問要望等 回答要旨 経過・対応報告 

１４ 
 

蔵井 

【自治会に入ってよかったと思えるものを創出できないか】 
 
以前から自治会存亡の危機感をもっており、4月から自治会長になったの

を機会に、デジタルの力を借りて役員らの負担軽減、住民間のコミュニケー
ション向上を目的として「デジタル化委員会」を立ち上げました。 
しかし、突き詰めると自治会に入らなければならない理由を自信をもって

明言できないという壁にぶち当たっています。自治会に入る意義は例えば
「顔の見える・顔がわかることで助け合うことができる」といったものがよく言
われるけれど、どうもインパクトに欠けてしまいます。 

 
若い人の心もつかみやすいもの。例えば自治会員だけが参加できる市主

催のイベントの開催など、自治会に入った人だけの明確な特権みたいなも
のを出せないものだろうかと考えています。自治会パスポートみたいなもの
を作り、それを見せると市内のお店で一定のサービスを受けられるとか。そ
れで増客出来たら、おたがいWinWin です。市にはご苦労かけますが、お店
や企業に対して協力を依頼していけば、最初は小さくても次第にお互いメリ
ット感を出せるものにしていけるのではないでしょうか。 

 
この案に限りませんので、自治会自身も研究し努力していきますが、行政

として「自治会に入っていてよかった」と思えるようなものを検討いただけま
すようお願いします。 

【地域政策課：TEL24-0352】 
 
自治会役員の負担軽減として、自治会運営のデジタル化につ

いては、非常に有効であると考えており、市及び栃木市自治会連
合会では、自治会アプリの導入とその支援策を考えております。
どのようなアプリを導入するかは、現在検討中ですが、具体的な
内容が固まりましたら、各自治会長にお知らせいたします。 

 
さて、自治会への加入率は減少傾向にあり、特に若い世帯の

自治会未加入が顕著であります。ライフスタイルや価値観の変化
に伴い、自治会に対する考え方が大きく変化していることと分析
しております。 
自治会員だけが参加できるような特権やイベントなどの開催に

ついて、市が主体となって行うことは、公平性の観点から難しい
と考えておりますが、自治会に加入するメリットの紹介や、自治
会加入案内の作成など、自治会への加入促進に努めてまいりま
す。 

 
なお、若い世代を対象にしたイベントへの支援につきまして

は、一般財団法人自治総合センターが実施する「青少年健全育
成助成事業」といった助成金など、市補助金以外でも活用できる
補助金等がございます。 
自治会の予算不足等でイベント等の開催が出来ないなどのお

悩みがありましたら、地域政策課においてご案内をいたしますの
で、是非ご活用ください。 
 

【【左記回答要旨のとおり】 
担当課：地域政策課：TEL 24-0352】 

１５ 蔵井 

【自治会再編について】 
 
自治会の単位について思うことがあります。大平地区の自治会数は 46 で

すが、これが多いのか少ないのか、あるいは適正なのか。 
実際今の自治会でやろうとしても、少ない戸数ではできることが限られて

しまうことを痛感します。戸数のバランスもかなり崩れてきている気がしま
す。そろそろ自治会をバランスよく再編成する必要があるのではないか。 
今すぐではなくても、時間の問題かと思いますので、その展望もお聞かせ

ください。 

【地域政策課：TEL24-0352】 
 
大平地域の自治会数は、46 自治会ですが、近隣の藤岡地域

では、104 自治会。岩舟地域では、82 自治会ございます。 
自治会の再編成、統合につきましては、地域社会の課題や変

化に対応するために検討されることが多いテーマであり、その目
的としては、人口減少・高齢者への対応、運営の効率化、防災対
策等の強化等が考えられます。 
自治会の統合については、なかなか難しい問題ではあります

が、今後、検討していかなければならない課題として捉えており
ます。 
 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：地域政策課：TEL 24-0352】 

１６ 真弓西 

【側溝蓋の音対策のお願いの件】 
 
真弓西自治会の 1班と 2班の側溝蓋は車が通過するたびに音が大きく

夜眠れない。平成 5年に一度対策していただいたが音は止まらない。至急
対策していただきたい。 

【道路河川維持課：TEL21-2773】 
 
ご要望いただきました箇所につきましては、ガタツキ防止の対

応を実施いたしました。 
【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：道路河川維持課：TEL 21-2773】 
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No. 自治会 質問要望等 回答要旨 経過・対応報告 

１７ 真弓西 

【体育館の修繕について】 
 
大平体育館の天井崩落により、昨年より使用禁止のまま令和 7年度にな

り、以前からの継続的な利用者たちの不便さを役所関係者の方々はどう感
じておられるのか。 
町内の方、中学生、また大平地区の住民の皆様から利用できない不便さ

などの意見はないのでしょうか。 
文化祭などでの使用もできず、代替会場探しの困難さ及びクラブ活動の

減少による衰退の不安を感じている。 

【大平地域づくり推進課：TEL44-0766】 
 
大平体育館天井材が令和 6年 4月 20 日に落下して以来、貸

出しを中止しておりますこと、市民の皆様にはご不便をおかけし
ております。 
今まで定期的に利用されていた皆様には個別に連絡させてい

ただき、ご理解をいただいて他の公共施設を利用していただいて
おります。また、ホームページ等に掲載し、市民の皆様にも周知
を図ってきたところです。 
また、文化祭などの催しにつきましては、令和 6年度より文化

会館を利用するなど、他の公共施設の利用により、対応しており
ます。 
大平体育館建設より 50 年以上が経過し、天井材、雨漏り修

繕、耐震補強などを含めた大規模な改修も必要となることが考え
られますことから、今しばらくお時間をいただきまして、皆様に今
後の方針を明らかにしてまいりますので、当分の間は、他の施設
のご利用をお願いいたします。 

 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：大平地域づくり推進課：TEL 44-0766】 

１８ 真弓中 

【市道市所有地 桜の木 枯れ枝撤去の依頼】 
 
自治会内、日冷工業(株)前の桜の木の管理強化について、昨年も同様の

依頼をしたが、特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」の被害により、桜の木
の危険な枯れた幹、枝が増えている。 
特に立ち枯れ部分が幹の上部で発生しており、手の届かない部分が多く

大風が吹き荒れると、枝が落ちてくる。ごみ集積場の付近には枯れた枝が、
ぶら下がっている状況下であり、人の往来が多い通勤時など、万が一太い
幹、枝が通行人の頭上に落ちたら大変な惨事になってしまう。高所作業車等
で撤去を早急にお願いする。 
併せて日立北側の桜並木の立ち枯れでの倒木の危険性があり、道路上

に枯れ枝が落ちていて非常に危ない。立ち枯れ枝の撤去も併せてお願いし
ます。 

 

【道路河川維持課：TEL21-2773】 
 
桜の木につきましては、危険な枯れ木や枯れ枝が増えている

状況にあり、随時伐採及び枝おろしを実施しているところです。 
ご指摘の場所につきましても、現状は把握しており、桜の木の

伐採を含め、今後の管理を検討している所でありますので、早急
に対応してまいります。 

 
また、日立製作所北側の桜並木につきましては、昨年度より伐

採を進めており、今後も計画的に伐採を進めてまいります。 

【担当課：道路河川維持課：TEL 21-2773】 
 
「クビアカツヤカミキリ」の被害を受け、立枯れしている桜の木

につきましては、日冷工業(株)前、日立製作所北側の桜並木とも
に令和８年１月に伐採をいたしました。 
また、日立製作所北側の桜並木につきましては、今後、植栽

計画と併せて伐採を検討してまいります 

19 

 真弓中 

【自治会内道路の交通安全対策について】 
 
真弓中自治会内の町田橋西側の十字路は通学路になっており、全方向

に一時停止の標識が設置されていますが、一時停止の標識を守らない車両
が多くあり、東西方向に「学童・子供に注意」の標識が併設されていますが、
不十分な状況にあります。 
子供たちを巻き込んだ交通事故が起こる前に、特に東西方向からの車両

が必ず一時停止するような安全策の強化を検討していただきたいと思いま
す。 

 
また、自治会内の道路の路側表示の白線が消えている箇所が多く書き換

えを要望しているが、下水工事の終了まで待ってほしいと言われている。 
自治会内の全域の下水工事が完了後になるのか、終了した個所ごとに書

き換えを実施してくれるのか確認したい。 
 

【交通防犯課：TEL21-2151】 
 
要望箇所について、現地確認を行いました。ご指摘のとおり、

一時停止の標識が全方向に設置されており、東西方向には「学
童・子供に注意」の看板も併設されていました。 
また、東西方向には一時停止線の前には運転者に注意を促

す道路鋲の設置もありました。 
標識の充実だけでは抑止力が十分でない可能性があるため、

当該箇所の状況について栃木警察署にお伝えし、立哨等を強化
していただけるよう申し入れをいたしました。 

 
【下水道建設課：TEL25-2110】 
 
真弓中地区の下水道工事につきましては、令和 5年度から整備

に着手し、令和 10年度に整備完了を予定しております。舗装の本
復旧時期については、令和 9年度より順次行う予定としております
ので、舗装本復旧工事と合わせて区画線の工事も施工いたします。 
 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：交通防犯課：TEL 21-2151】 
【担当課：下水道建設課：TEL 25-2110】 

参加者 
（真弓中） 

【当日再質問】 
 
 舗装本復旧工事と合わせて区画線の工事も施工いたしますということで回
答をいただいておりますが、その舗装本復旧工事というのは、下水道工事で
部分的に舗装を改修したところを全面的に剥がして、やり直すということで受
け取っておりますが、それでよろしいでしょうか。 
 

【上下水道局長】 
 
下水道工事につきましては、まず下水道管を埋設させていただい

て、舗装までかけたところで仮復旧という状態になります。そこから
何年かかけて、沈んだりということがないように確認した上で、最終
的には本復旧という形で、時間をかけさせていただいています。 
令和 5年度から順次下水道工事を始めておりまして、令和 10 年

度整備完了を予定しているところではございますが、令和 9年度か
ら本復旧のところについて、順次進めていく予定となっております。 
 



9 
令和 7 年度まちづくり懇談会ふれあいトーク 事前質問要望等経過対応報告一覧（大平地域） 

 

No. 自治会 質問要望等 回答要旨 経過・対応報告 

20 下高島 

【河川（巴波川）の掘削改修と鹿島堰自動転倒堰への改修について】 
 
本件につきましては、昨年度もこの懇談会で事前質問をさせていただき、

その回答は 
1 巴波川の掘削については、令和 7年 3月までに川島堰～鹿島堰まで実

施した。 
2 鹿島堰の改築については、時期、構造等協議・検討するとのことで市に

おいても事業の早期着手を要望していくとのことでした。 
これを踏え、今年は次の 2点を要望、質問します。 
1 当下高島自治会は鹿島堰下流に位置し巴波川の川床掘削は数年前に

も実施されましたが、すぐ（2～3 年)に工事前の状況に戻りつつあります。工
事計画はあると思いますが、地域住民は、前年度実施されました川島堰～
鹿島堰間と同様の掘削工事を早急に実施していただくよう強く要望していま
す。 

2 鹿島堰については平成 27 年の台風 18号で堰直下流の両側提防が半
壊する被害を受け、地域住民は堰に大きな不安を抱いています。昨年度の
回答にありました鹿島堰改築の検討進捗状況、結果が地域に伝わっていき
ません。検討、協議の状況や改修工事の実施時期等について教えて下さ
い。 

【治水対策室：TEL２１－２７８５ 】 
 
河川管理者であります栃木県栃木土木事務所（改良復旧課： 

23-3921） に確認したところ、以下のとおり回答がありました。 
 
『・巴波川では、国道 50号から主要地方道栃木小山線までの

延長約 9.2km の区間において河川の流下断面を確保する事業
を令和４年度より進めています。河道掘削については、流下断面
の少ないところから順次工事を行っています。昨年度は、鹿島堰
上流右岸の掘削を行い、今年度は鹿島堰上流左岸の掘削を行う
予定としており、鹿島堰下流につきましても順次行い、事業の早
期完成に向けて推進してまいります。 
・鹿島堰の改築については、今年度から地質調査と詳細設計

を進めており、詳細設計を進める中で堰の管理団体等関係者と
も協議を進めているところであり、協議・設計が完了した後、工事
時期が決まりましたら地元に回覧板等にて周知を図り、改築工
事を実施したいと考えています。』 
 
市といたしましても、引き続き事業の推進を要望してまいりま

す。 
 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：治水対策室：TEL 21-2785】 

21 北武井 

【産業廃棄物の処理】 
 
倒産したと思われる(有)ワイエス工業が残した産業廃棄物が、北武井と小

山市上初田の境に山積し、依然として放置されています。 
本自治会の資料を見ると、平成 13 年頃より本自治会から市当局に撤廃

の要望が出ています。 
撤去に向けて、本自治会がすべきことは何でしょうか。そして、この件に関

する栃木市や栃木県の見解をお教えください。 
 

【クリーン推進課：TEL31-2447】 
 
当該土地の事業者が倒産した前後より、北武井自治会の皆さ

まが事業者に対して産業廃棄物の撤去について事業者等に要
望していることを本市も把握しております。 
この度、改めて本件を所管している栃木県小山環境管理事務

所に状況を確認したところ、以下のとおり回答がありました。 
『(有)ワイエス工業の対応について、行為者である(株)ワイエス

工業に対して撤去指導を実施しています。行為者は、当該地を
資材置場として借りている事業者の協力を得て撤去を実施して
おり、最近は行為者の体調不良により撤去作業が滞っています
が、引き続き定期的に現地をパトロールし、粘り強く対応していき
ます。』 

 
本市といたしましても、不法投棄監視のパトロールを定期的に

継続し、当該土地の状況の変化の確認や、周辺への不法投棄
の抑止に努めてまいります。 
なお、不法投棄の防止には地域の監視の目も重要です。自治

会の皆さまにおかれましては、日常的に周辺を通行する機会も
多いと思いますので、状況の変化などがないか気に留めていた
だき、変化がありましたらご連絡いただければと思います。 

 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：クリーン推進課：TEL 31-2447】 

22 
中央町二丁

目 

【太陽光発電施設の設置に対しての規制はできないのでしょうか】 
 
大平町蔵井の大平中東側の農地に太陽光発電の計画が示されました。

業者側には何度か状況を聞く機会がありましたが、住民の意見を聞いて、市
側から業者側に計画に対する指導をできないでしょうか。 
 

【都市計画課：TEL21-2444】  
 
本市では「栃木市自然環境等と再生可能エネルギー発電設置

事業との調和に関する条例」に基づき、当該太陽光発電設備設
置に対し、指導等を行っています。この条例は自然環境、景観等
と再生可能エネルギー発電設備の設置との調和が特に必要と認
められる地区を保全地区として指定し、当該地区内における再
生可能エネルギー発電設備（太陽光、風力、水力、バイオマス、
地熱等）設置に関する全ての事業を許可の対象としています。 
ご質問の場所は、上記の保全地区に該当しないため、許可の

対象とならない事業ですが、保全地区外であっても、事業面積が
5,000 ㎡以上の場合は届出が必要となります。 
本条例の届出に係る事業周知の規定では、事業者は事業に

着手する前には近隣住民等に周知を図り、事業への理解を得る
よう努めなければならないこととしているため、当該事業者に対
し、指導を行ってまいります。 

 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：都市計画課：TEL 21-2444】 
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23 
 

新第２ 

【排水路について】 
 
近隣住民より悪臭、害虫の苦情がある水路上にカバーを付けて欲しい。 

【道路河川維持課：TEL21-2773】 
 
以前から自治会よりご要望いただいておりますが、水路につき

ましては、近隣の住宅より排水をされている方が多く、蓋を掛け
る事が難しい状況であります。今後につきましても、水路の清掃
等の地先管理にご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：道路河川維持課：TEL 21-2773】 

24 新第２ 

【路肩の改修工事】 
 
路肩が崩れているので改修工事をして欲しい。通学路になっているため

車とすれ違いするのに危険。 

【道路河川維持課：TEL21-2773】 
 
ご要望いただきました箇所につきまして、現地を確認し、崩れ

ている路肩の保護を含め改修工事を検討してまいります。 
 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：道路河川維持課：TEL 21-2773】 

25 
西水代上第

３ 

【西水代生協団地公園遊具使用禁止について】 
 
公園遊具の劣化に伴い貼られた立入禁止のテープが時間の経過と共に

雨風によって剥れ、立入禁止を知らずに遊具で遊んでいる子どもたちが散
見されます。ブランコについては 4月中旬に徹去され、すべり台は最近立入
禁止のテープが貼られています。雨風に耐えられるプラスチックチェーンに
交換、又は定期的巡回等、状況把握し安全確保してもらえればと思います。 
遊具の徹去、新設にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか。 
 

【公園緑地課：TEL21-2414】 
 
ご指摘のありました公園遊具は経年劣化により利用禁止にし

ていたため、ご不便をお掛けして申し訳ありませんでした。利用
禁止としていた滑り台については撤去いたしました。 
また、ブランコにつきましては、今年度中に 2基設置する予定

です。 

【担当課：公園緑地課：TEL 21-2414】 
 
ご質問のありましたブランコにつきましては令和 8 年 2 月に設

置いたしました。 

 
 
 

26 
 
 
 
 

伯仲南 

【早急な伯仲信号機交差点の交通事故撲滅】 
 
県道が走っている交差点であり意外と大型車両が多い。接触事故など未

然防止する上で、特に交差点付近の「右折車線」「車線」「横断歩道」「停止
線」「自転車道」等の白・黄色のラインが消えていたり、消えかかったりしてい
るために、早急な安全対策をお願いします。多くの方々の要望も聞いていま
す。 

【交通防犯課：TEL21-2151】 
 
要望箇所について、現地確認を行いました。白色の中央線及

び外側線については、県道の道路管理者であります栃木土木事
務所が権限を有しておりますので、市からご要望の内容につい
てお伝えいたしました。 
また、黄色の中央線や横断歩道については、栃木県公安委員

会が権限を有しておりますので、市から栃木警察署にご要望の
内容についてお伝えいたしました。 

 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：交通防犯課：TEL 21-2151】 

27 伯仲南 

【「伯仲農村婦人の家」敷地内樹木伐採依頼】 
 
「大きな木」及び「イチョウの木」ですが特に秋～冬の時期及び悪天候時

に、風などにより小枝・枯れ葉・実が地面に落ち散乱するため、スムーズな
対応をお願いします。 

【農業振興課：TEL21-2383】 
 
大変ご迷惑をおかけして、申し訳ありません。ご要望のありま

した大平農村婦人の家の落ち葉等の片付けにつきましては、こ
れまで冬の時期に年 1回実施しておりますが、落葉の状況を見
て、散乱しないタイミングで実施いたします。 
また、実施回数や、伐採につきましても検討してまいります。 

【担当課：農業振興課：TEL 21-2383】 
 
令和 7 年 12 月に落ち葉等の片付けを実施いたしました。落ち

葉の状況を確認しながら適宜片付けを行ってまいります。 
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28 上牛久 

【地区内水路の管理について】 
 
私ども自治会内には松金産業に隣接する東側に、南北にわたり約 150 メ

ートルの水路が設置されております。 
通常は水路東側にお住いの住民の生活排水と松金産業からの若干の排

水のみが流れており、水路の大きさが幅 80 センチ高さ 80 センチと通常の
排水路(側溝)に比べ大変大型の水路であるため平時の水の流れは殆んど
無い状態で、よどんだ水による悪臭と害虫の発生に大変困っております。 

 
これまで行政にも何度か問い合わせを行いましたが、個人で使用されて

いる水路に関しては使用者による管理が基本との回答で、これまでは近隣
住民の方々が定期的に清掃活動等行い管理をしてまいりました。 
しかしながら、大変大型の水路である上に清掃作業のためには 2m近くあ

る急斜面を降りなくてはならず、作業実施は困難を極め、昨年度には清掃に
あたった女性が足をくじかれる事故も発生いたしました。 

 
個人で管理するには過剰に大きな水路に加え、近隣住民の高齢化も進

み、管理作業に大変な負担が生じており、今一度、個人の排水用のみを目
的として設置された水路なのか、農業用水路または大雨の際の放水路など
他の使用目的も前提として設置された水路ではないのかご確認をお願い
し、助成をお願いできる部署などありましたら、是非とも管理の一部の手助
けをお願いしたく、よろしくお願いいたします。 
 

【農林整備課：ＴＥＬ21-2387】 
 
当該水路は、かつて農業用排水路として整備されたもので、土

地改良区が所管する施設でありますが、現況では農業用として
の利用はほとんど無く、周辺宅地の生活排水や雨水排水の受け
皿としての役割を果たしています。 
このため、清掃などの基本的な維持管理については、地域住

民の皆様による対応をお願いしておりますが、ご指摘のとおり水
路は規模も大きく、斜面も急であることから、高齢化が進む地域
において清掃作業が困難となっている現状については十分に理
解しております。 
市といたしましては、土地改良区をはじめ関係各課と協議のう

え、今後の施設のあり方や地域の皆様が安全に作業できるよう
な支援について検討してまいります。 

 
【下水道建設課：ＴＥＬ25-2109】 
 
ご要望の地区は下水道の未整備の地区となりますことから、

家庭等から出る生活排水はトイレや風呂、台所の排水を処理す
る「合併処理浄化槽」と、トイレの排水のみを処理する「単独処理
浄化槽」を通して水路に放流されていると考えられます。 
この排出される生活排水が適切に処理されないまま放流され

ますと、公共用水域等の汚れの原因となりますことから、検査機
関による年 1 回の水質検査が義務となっており、検査が未受検
あるいは水質に問題がある場合の報告があった際には、市より、
使用者の方に検査の受検や適切な管理を行っていただくようお
願いしていくことになります。 
当該地区の浄化槽につきましては、現時点で問題の指摘はあ

りませんが、引き続き適切に管理していただくことで、快適な生活
環境が確保されるよう、市としても注視してまいります。 
 
【環境課：ＴＥＬ21-2422】 
 
原因が特定されれば、当課で現場を確認し注意する旨のお願

いをしてまいります。 
 

【担当課：農林整備課：ＴＥＬ 21-2387】 
 
地元自治会長様及び関係者の方と現地立会いし、課題等を確

認しました。地域内の水路については地域住民により維持管理
をお願いせざるを得ない状況ですが、当該水路は高低差が大き
く降りるときに危険性があるため、はしごを設置することで作業の
安全性向上を図る予定です。 
 
 
 
【左記回答要旨のとおり】 
【下水道建設課：ＴＥＬ 25-2109】 
【環境課：ＴＥＬ 21-2422】 

29 
参加者 
（西野田） 

【南摩ダムの水を水道水に使う場合の市民への負担について】 
 
先日、南摩ダムに行くことがありましたが、水が溜まってきています。以前

に水問題についてチラシを見たことがあります。2013 年に費用が 191％にな
るといったようなことが書いてありました。物価高の中で、どのように費用が
かかるのか。 
また、先ほど話に出ていましたが、栃木市は非常に人口が減っているとい

う中で、水道というのは受益者負担です。そのお金について、市はどのよう
に考えているのか。地下水は余っているというふうに言われています。南摩
ダムから買う必要があるのだろうか、と思うわけです。 
また、繰り返しますが、人口減少の中、受益者負担ということで、どれぐら

い栃木市民が負担することになるのか。どのように決め、その過程を市民に
知らせるのか。去年でしたか、水道料金が上がりました。私も年金暮らしで
すが、物価高で非常に苦しい。賃金も上がったと言いますが、それ以上に物
価が上がっている中で、地下水が余っているのに他から高く買うというのが、
どうしてなのか。未来像を提示していただければと思います。 

 

【総合政策部長】 
 
南摩ダムがそろそろできてくるという中で、以前に報道があっ

た金額について、水道水に転嫁していかなければいけないので
はないか。生活に密着している水道はどなたもご利用いただいて
いるかと思いますので、そこへの影響が大変心配で、どんなふう
に今後やっていくのかというような趣旨のご発言かと思います。 
市といたしましては、現在水道ビジョンという計画がございまし

て、栃木市の場合は地下水が豊富ということで、全部地下水で賄
っているというのが現状ですが、全国を見ても水源を地下水のみ
に頼っているという自治体は非常に少ないということもあります。
危機管理という意味も含めて、例えば、一つの水源が PFAS など
により汚染された場合を考えると、一つの水源ではなくて二つの
水源を持つべきかどうかというのは、将来的に考えていきましょ
う。というような計画になっています。 
現状、ダムの水を使うとか使わないといった議論。具体的に費

用がいくらかかるのかということの先にある議論というのは全くし
ていないという状況です。仮に、それを市の方で導入するというよ
うなことを決める段階においては、議員の皆様や住民の皆様に
お諮りし、議論を尽くして、その上で導入するということになります
ので、漂流水を使うので水道料金が高くなりますよと、突然決ま
るということはありません。 
 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：総合政策課：TEL 21-2301】 
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30 
参加者 
（中央町一
丁目） 

【大平体育館の利用再開の見通しについて】 
 
現在、大平町の中央公民館の体育館が使えない状態。いつ使えるように

してもらえるのか。治水工事をやっていますが、まだ完成しておりませんし、
今の治水の状況であればこの地域はまた水害が発生します。床上浸水が以
前発生しましたが、基本的にはその時の退避場所が中央公民館の体育館。   
私のところには正確にはまだ連絡がきていませんが、代わりに大平中の２階
というようなことが言われているようです。最終的にはどのように考えている
のか。 

 

【地域振興部長】 
 
大平の体育館につきましては、昨年の 4月 20 日に天井板の

コンクリートが落下してもう 1 年以上経っている状況ですが、今も
たまに落下をしているのを確認しております。コンクリート板の調
査を体育館だけではなく公民館側もさせていただきましたが、公
民館側も、かなりひび割れが入っておりました。 
現在、体育館の一部にネットを張っておりますが、同じようなネ

ットを張ったらどうなるのか、重さに耐えられるのかどうかも含め
て、専門家に見ていただいている状況です。 
現状の天井板が耐えられるのか、どのようなネットを張れば良

いのか、色々と検討をしておりますが、体育館を以前と同じように
使うということになると、ネットを張るなどの、何らかの防護策をし
なければご使用いただけません。そのためにはかなりの費用が
かかると予想されるため、現在検討しているところでございます。 
ご不便をおかけしておりますが、利用者の皆様にはご理解を

いただいて、大平は中学校も含め、多くの体育館の施設がありま
すので、他の施設に振り分けてご利用していただいている状況だ
と認識しているところでございます。 

 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：大平地域づくり推進課：TEL44-0766 】 

31 
参加者 
（中央町第
一） 

【大平体育館に代わる避難所について】 
 

2019 年の時に道路が渡れない状況でした。この地域において早い段階で
退避する場合に、どこに避難するのか。大平中になると永野川にもっと近く
なり、退避しにくくなる。そんな状況で何故大平中に決めたのか。体育館であ
れば、まだ中央町一丁目の住民は行きやすい。必ずしも全部が集まるかど
うかは別にしても、そういう意味で、大平体育館をいつ改築するのか、それと
もしないのか。考えをお聞きしたい。 
 
  

【危機管理監】 
 
今、地域振興部長の話もありましたとおり、施設が使えなくなっ

ているという状況がありましたので、どこか別の施設を考えないと
避難スペースが取れないということで、付近の施設である大平中
学校を使うという事を、まずは検討いたしました。結論から言いま
すと、今現在は、大平公民館の避難所は閉鎖をしまして、大平中
学校を新たな避難所として指定したというところであります。 
ご案内のほうにつきましては、5 月 20 日に広報とちぎが発行さ

れていますが、その中に回覧ということで資料を 1枚入れさせて
いただきました。 
なお、施設を検討する際には、台風 19 号の時に大平の体育

館を使った方、400 名という人数を受けいれられる施設ということ
で、いろいろ検討いたしました。おっしゃる通り、大平中学校は
3m未満の浸水想定区域にハザードマップの指定はしてあります
が、実際に使っていただく施設は校舎になっておりまして、2 階以
上の教室を使っていただくということで設定しています。 
当然、避難をする際の指示などは、早い段階でお出ししますの

で、それに基づいて避難をしていただければと思います。 
 

 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：危機管理課：TEL 21-2551】 

32 
参加者 
（真弓西） 

【大平さくら通りの桜の木の維持管理について】 
 
大平の桜通についてお願いがあります。伐採を 2年かけて、今後の植栽

も考えてやると、議会の報告で見ました。60 本程度ありますが、非常に危険
な状態で伐採を進めていて、道路上に枯れ木が落ちて危険な状態が多々あ
ります。その伐採を早急に進めていただきたいと思います。 
また、日立側ですが、金木犀やあじさいが植栽されておりますが、葛の蔓

が、非常にすごく張り出していまして、景観上も見苦しい状態になっておりま
す。何年か前まではきちんと伐採をされていて、剪定もされていたのです
が、最近はほっといたままになっておりまして、非常に景観上よろしくないの
で、その辺もよろしくお願いしたいと思います 
 

【都市建設部長】 
 
さくら通りの桜の樹木について、枯れている木が 60本以上あ

ることは把握しております。予算の都合もありまして、全部一気に
という訳にもいきませんが、早急に伐採の方は進めていきたいと
考えております。 
また、枯れ枝が危ないということで、この辺もパトロールしなが

ら安全な通行を確保してまいりたいと考えております。葛のつる
につきましても、現場等見させていただいて、適切な維持管理に
努めてまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解をよろしくお
願いいたします。 
 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：道路河川維持課：TEL 21-2773】 
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33 
参加者 
（蔵井） 

【永野川緑地公園の維持管理について】 
 
昨年も質問したのですが、栃木工業脇の緑地公園の件です。子供の遊具

がある生垣のところの雑草がかなり生い茂っております。私の背丈ぐらいに
なっているところもあって、子供さんが遊んでいても、よく見られない状態に
なっております。 
それと、鉄棒のところに夕方行ってきたのですが、昨日降った雨で未だに

水が捌けていない状態です。二、三年前に砂を入れていただいたのですが、
それ以降全然やっていないので、水が溜まって雨が降ると 2日間ぐらい水
が引かない状態になっています。それから、駐車場の周りはかなり綺麗に整
備されていますが、肝心な子供が遊ぶところはかなり草が生い茂っている状
態なので、優先順位が間違っているのではないかと思います。以上の点に
関しまして、公園の管理状況についてどのように管理指導しているのか伺い
たいです。 
あと一点、栃木工業東側のトイレですが、栃木工業高校の野球の練習に

結構他の県から来ていて、トイレを使うわけですが、この前女性の方がトイレ
に入ったら、和式トイレしかないということで、私は洋式じゃないと入れないと
困っておりました。1 ヶ所ぐらいは洋式にしてくれてもいいのではないか。そ
の点は検討しているのかどうかお聞かせください。 
 

【都市建設部長】 
 
永野川緑地公園の利用について、ご迷惑をおかけして大変申

し訳ありません。 
基本的には雑草が生えているところから、順次管理を行ってい

るところでありますが、どうしても追いつかないところがあります。
遊具の周りに雑草が茂っているという御指摘をいただいてしまっ
ているところですが、引き続きパトロールを強化して、そういった
ところを見つけましたら、順次適切な管理に努めてまいりたいと
考えております。 
また、公園のトイレにつきましては、公園施設長寿命化計画と

いうものを定めておりまして、基本的には計画に沿って修繕を図
っているところですが、今回のご指摘を踏まえまして、今後トイレ
の設置をどうしていくのかということを検討してまいりたいと考え
ております。 
 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：公園緑地課：TEL 21-2414】 

34 
参加者 
（真弓中） 

【大平中学校前の桜の植え替え、治水対策の発信について】 
 
今回言いたかったのは大平中学校前のクビアカツヤカミキリムシの被害

です。名物になっていた大平中学校前の桜はほとんど枯れてしまいました。
それで枯れた木が落ちる。事故になるのも心配ですが、植え替えとか、そう
いったことを市では考えているのかを聞きたい。 
それと、台風 19 号による永野川の氾濫の時、公民館のそばから洪水で

西水代の方まで重大な被害があったわけですが、私の地区でも被害を受け
て大変な思いをした経験があります。治水対策ということで、最初の事業とし
て永野川の事業が今完成しつつあります。都賀町の青木さんに訪問いただ
いて、その方が佐藤さんを呼んで国の事業として永野川の大規模工事が始
まったわけです。こういったことを栃木市の市民の何人が知っているかわか
らないですが、こういったことも、市としては発表した方がいいんじゃないかと
思います。よろしくお願いします。 
 

【都市建設部長】 
 
大平中学校前の桜の木、いわゆる、さくら通りの桜について

は、最近、枯れ木の枝が落ちて車にぶつかる事故が発生しまし
た。非常に危険ですので、まずは今年度と来年度 2回にかけて、
特に枯れている木の伐採を先行して進めていきたいと思います。  
その後、空いたところに新しい桜の木を植えていくという方向で

考えておりますが、クビアカの被害がまだ進行している状況で、
どういった桜を植えていくか、どうやって植え替えていくのか、専
門家のご意見を聞きながら検討してまいります。まずは枯れてき
た木から切っていくということでご理解いただければと思います。 
また、治水対策の件につきましては、冒頭市長のご挨拶にもあ

りましたが、永野川の工事が今年度中には完了の目処があると
いうことでございます。こういった事業を引き続きいろんなところで
PR していって、市の治水対策の取り組みを含めてアピールして
いこうと考えております。 

 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：道路河川維持課：TEL 21-2773】 
【担当課：治水対策室：TEL 21-2785】 

35 
参加者 
（西水代上
第三） 

【カーボンニュートラルシティ実現に向けた包括連携協定について】 
 
地球温暖化はヒシヒシと迫っていまして、孫の時代その後の時代というこ

とを考えると、今私達が何かできることはやらなくちゃいけないと思います。
そういう中で、栃木市では、ゼロカーボンシティ宣言をしていただきまして、一
生懸命やっていただきたいということでありますが、私が見る範囲ではあまり
アウトプットもでないような感じに見えます。 
そこで、1 件具体的にお尋ねしたいことがございます。2023 年の 7月から

カーボンニュートラルシティ実現に向けた包括連携協定というのをいくつか
の企業と結ばれています。それから 2年も経っているので、どういうふうなこ
とをやって、どんな成果が出たのか、毎日ホームページを見ながらいつか発
表されないかなと思って、関心を持っているのですが、全く音沙汰がない。 
もし今日発表していただけることがありましたら、その辺のことについてお

教えいただきたいと思います。 
 

【総合政策部長】 
 
包括連携協定について、具体的に聞きたいというお話がありま

した。様々な企業でカーボンニュートラルに対するノウハウをお
持ちになっていますので、例えば今お話のあったような地球温暖
化のメカニズムについて講演会を行う。また、CO2 を減らす取り
組みの中で、ハイブリッド車をレンタルで導入した方がこれだけ排
出が減るというような知見を持っている。あるいは電力にしても、
カーボン由来のクリーンな物で生成された電力あるいはガスを栃
木市で使えないかといった提案など、連携事業者の方からは
様々なご提案を受けております。 
そういったご提案を受けて、具体的にカーボンニュートラルに

関して、取り入れるものがありましたら、ホームページ等でお知ら
せしていきたいと思っております。 

 

【担当課：カーボンニュートラル推進課：TEL 21-2591】 
 
本市では、カーボンニュートラルシティ実現に向けた連携協定

について、東京電力パワーグリッド株式会社、栃木ガス株式会社
及び東京ガス株式会社、ケーブルテレビ株式会社及びホームタ
ウンエナジー株式会社、パナソニック株式会社エレクトリックワー
クス社の４社と協定を締結しております。 
締結に基づき、カーボンニュートラルの推進に有効な情報の提

供や取り組みの紹介、市職員の知識向上に向けた講習会への
講師派遣など、無償でご協力をいただいております。 
また、活動内容の一部をホームページに掲載いたしました。今

後も、連携協定企業との協議内容や状況、取組事業などがあり
ましたら、ホームページ等を活用して周知を図ってまいります。 
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No. 自治会 質問要望等 回答要旨 経過・対応報告 

36 
参加者 
（西山田第
二） 

【義務教育課程の子供たちへ、周りへの感謝の気持ちなどの意識づけを】 
 
高校以上の教育無償化が、近頃国会でも争点となっていますが、授業料

を初め、いろいろなものを無料にということに関しては違和感しかない。物を
得るにはやっぱり買い物が必要であると、高等教育という贅沢品を買うわけ
ですから、それ相当の対価を支払うべきと、これまでは思っておりました。 
しかしながら、昨年 7月にとちぎ山車会館の前であったフォーラムで、ヨー

ロッパでは教育無償化が進んでいて、それなりに成果を上げているというこ
とをおっしゃっていました。教員をしている先生が言うわけですから、非常に
説得力があるなと思いました。しかし、何でもタダにすればうまくいくというこ
とではないなとも思います。子供に対しての意識付けというのも必要かなと
思います。 

 
高校以上の教育というのは市の範疇ではないとは思いますが、義務教育

課程の子供たちに、あなた方はいろんな人の支えによって生きている。将来
いい人材になるためにいろんな人に支えられているから頑張ってください。と
いうような意識付けをしてほしいと思うのですが、青木教育長にお答えいた
だきたいです。 
 

【教育長】 
 
私ども教育委員会は、小学校中学校と義務教育をカバーして

いる機関ですが、今小学校においても中学校においても、学校
の先生だけではなく、地域の方々にたくさんの力をいただいてお
ります。保護者はもちろん、地域のいろいろな方々が様々な場面
で子供たちにボランティアとして関わってくださっていて、子供た
ちは毎日毎日そういう後ろ姿を見ながら、そして地域の方々のお
力を享受しながら、喜びとして味わいながら育っているなと思い
ます。 
栃木市の中にだけいるとなかなか気づかないのですが、全国

都市教育長会という研究会で、今年の 5月に全国大会がござい
まして、それがたまたま近隣の川越市で行われたものですから、
関東栃木県内から何か発表してくれないかということで発表をさ
せていただきました。栃木市は今年で 14 年目を迎えます「とちぎ
未来アシストネット」について発表させていただきましたが、その
内容について全国から集まった教育長たちが驚いていました。 
今まで当たり前のように思っていましたが、全国大会で発表し

たときに、こんなに地域の教育力を教育現場で生かせている所
は、そうはないですよと、皆さんから羨ましがられました。 

 
子供たちは私達が言わずとも、いろいろな方々の力を得て育

まれているのだという実感を、毎日毎日味わいながら生活してい
ると思っています。私は栃木の子供たちは、地域に誇りを持っ
て、感謝の気持ちを持って育ってくれていると感じております。答
えにならないかもしれませんが、そのように感じております。 
 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：学校教育課：TEL 21-2474】 

37 
参加者 
（西野田） 

【ふれあいの場としてのシニアクラブの役割、ふれあい通信等での PR】 
 
大平の西野田の友愛会というシニア会の会長をしております。年齢は 87

歳です。87 歳の人間がクラブの会長をするというのが、いかにシニアクラブ
に人材がいないかを表しています。シニアクラブの機能、ふれあいの場とし
て、長寿社会に期待される役割と思っていますので、ふれあいを行うというこ
とを大事にしていきたいなと思っています。 
シニアクラブの会員も大変減少しています。会員は令和 2年度には 5140

人程度栃木市にいましたが、令和 7年度は 3315 人と 36%も減少していま
す。その減少の原因が高齢化です。皆さん言っているのは、足が痛い腰が
痛い。運転免許証を返納しました。今日皆さんは車で来ていると思います
が、運転免許を返納したら参加できません。高齢化で会長も務まらない。会
長が務まらなければ大きな会議、シニアクラブの運営委員会がなくなってし
まう。コミュニケーションがなくなってしまう。 

 
クラブ活動としてゴミ清掃のみでは魅力がない。シニアクラブに入りたい理

由がない。やっぱりシニアクラブは楽しい独自活動をしなくちゃいけない。健
康で生きられるような、絆ができるような。身の回りで雑談ができるようなも
のにする。入会者数を増やすためにどうしたらいいかということで、我々も楽
しいからやっていますと PR したいのですが、一つ思いついた方法はふれあ
い通信です。また、行政とシニアクラブで社会復帰するための対策会議な
ど、行政にもいろいろ協力してもらいたいなと思います。 
 

【保健福祉部長】 
 
ふれあい通信については、70 歳以上の方あるいは 70 歳以上

のみの世帯の方に対して回っています。今ふれあい相談員さん
という方々が市内 1000 人ほどおります。回っていただく対象の
方は 1万 1000 人ほどおりますが、中には来てもらっては困るな
ど、やはりいろんな考えをお持ちの高齢者の方がいますので、全
数というわけにはいかないのですが、シニアクラブの PR をしてま
いりたいと考えております。それからシニアクラブ等に関しては社
会福祉協議会で事務局を持っておりますので、話し合いを持つ
機会など調整させていただければと思います。 
 
今 65 歳以上の高齢者は 5万人ほどいます。5万人のうち、介

護保険の適用を受けている方、要するに介護が必要だと言われ
ている方は約 8000 人。65 歳以上の人口の 16%の方々は、何ら
かの介護が必要だということです。こういったお話をしますと、も
のすごく悲観的に捉える人が多いのですが、16%の人が介護を必
要とするということは、逆に言い換えますと、84%も介護が必要な
く生活できる人がいます。 
今までは高齢者を、我々若い人たちで支える社会というのが

一般的な言い方でしたが、元気な高齢者が、介護が必要な高齢
者の介護に参加していくという場、制度としてはふれあいサロンと
いうものを、市の方も進めておりますので、元気な方は元気な場
で活躍してもらう。シルバー人材センターもそうですし、第 2の人
生として職を持ちたい、働きたいという方にも対応できるような形
で進めてまいりたいと思っています。 
まだまだ皆さんのご希望に沿うような完璧なものではありませ

んが、そういったところを一層進めてまいりたいと思いますので、
よろしくお願いしたいと思います。 

 

【左記回答要旨のとおり】 
【担当課：高齢介護課：TEL 21-2241】 

 


